
随意契約に関する契約締結結果の公表 様式３
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号又は第4号に基づく川越市契約規則第18条の2第3項の公表）

No．

契約の相手方の氏名及び住
所（法人にあっては、その名
称・代表者の氏名及び主たる
事業所の所在地）

契約の目的
（件名・概略等）

契約
締結日

契約の相手方を
選定した理由

発注課

令和6年4月8日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月8日 から

令和6年3月31日 まで

令和6年4月8日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月8日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月8日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月8日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月8日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月8日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月1日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年5月13日 から

令和6年11月30日 まで

令和6年4月1日 から

令和6年9月30日 まで

令和6年4月1日 から

令和6年9月30日 まで

令和6年4月1日 から

令和6年9月30日 まで

令和6年4月1日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月1日 から

令和6年9月30日 まで

令和6年4月11日 から

令和6年9月30日 まで

令和6年5月24日 から

令和7年3月24日 まで

令和6年5月24日 から

令和7年3月24日 まで

令和6年6月4日 から

令和7年3月24日 まで

広報室
広報川越を配布するための業務委
託である

市内全域（一部を除く）

オークタウン
取締役　髙﨑正夫
川越市石原町1丁目27番地2

広報紙等配布業務委託２

令和6年4月9日 単価　20.46 円

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律に基づく施設であるから
(地方自治法施行令第167条の
2第1項第4号に該当)

履行期限又は期間及び
履行場所

契約金額
（税込）

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

広報紙等配布業務委託１

令和6年4月9日 単価　20.427 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

1

2

広報室
広報川越を配布するための業務委
託である

霞ケ関東1丁目

社会福祉法人　親愛会　ワー
クスしんあい
理事長　矢部薫
川越市中台南1丁目4番地7

広報紙等配布業務委託４

令和6年4月9日 単価　16.17 円

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律に基づく施設であるから
(地方自治法施行令第167条の
2第1項第4号に該当)

広報室
広報川越を配布するための業務委
託である

的場中組、的場初雁・
的場下組（川越線北

側）・霞ケ関東2丁目・伊
勢原町3丁目・天沼新

田、天金山　ほか
特定非営利活動法人フラミン
ゴフラミンゴカンパニー
代表理事　松川るみ子
川越市的場2843番地35

広報紙等配布業務委託３

令和6年4月9日 単価　16.5 円

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律に基づく施設であるから
(地方自治法施行令第167条の
2第1項第4号に該当)

3

4

広報室
広報川越を配布するための業務委
託である

今福原北・霞町・砂久
保・スカイハイツ

就労支援B型ソラーレ
管理者　髙橋良行
川越市仙波町2丁目10番地
35

広報紙等配布業務委託６

令和6年4月9日 単価　20.009 円

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律に基づく施設であるから
(地方自治法施行令第167条の
2第1項第4号に該当)

広報室
広報川越を配布するための業務委
託である

中台3丁目

特定非営利活動法人　みのり
共生会　ほっぷ
理事長　石川容子
川越市今福1036番地3

広報紙等配布業務委託５

令和6年4月9日 単価　16.159 円

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律に基づく施設であるから
(地方自治法施行令第167条の
2第1項第4号に該当)

5

6

広報室
広報川越を配布するための業務委
託である

霞ケ関北1・4丁目・霞ケ
関北5丁目の一部

クローバー
管理責任者　山田慧
川越市南台3丁目1番地2　サ
ンセール南大塚201

広報紙等配布業務委託８

令和6年4月9日 単価　20.46 円

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律に基づく施設であるから
(地方自治法施行令第167条の
2第1項第4号に該当)

広報室
広報川越を配布するための業務委
託である

旭町2丁目・大中居、高
島、二ノ関、八ツ島、小
中居、宿、県営久下戸

住宅
特定非営利活動法人くるみの
木
理事長　宮成友惠
川越市連雀町9番地1

広報紙等配布業務委託７

令和6年4月9日 単価　20.02 円

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律に基づく施設であるから
(地方自治法施行令第167条の
2第1項第4号に該当)

7

8

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

市有地草刈等業務委託

令和6年5月13日 901,571 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

広報室
広報川越を配布するための業務委
託である

北山田・山田西町

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

庁舎敷地内清掃業務委託

令和6年4月1日 1,094,016 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

管財課
庁舎敷地内の美観を保つために行
うものである

川越市元町1丁目3番
地1ほか

9

公益社団法人いきいき埼玉
理事長　永沢映
北足立郡伊奈町内宿台6丁
目26番地

名細市民センターほか１箇所運営管
理派遣業務(前期・単価契約)

令和6年4月1日 単価　1,427 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

管財課
管財課が所管する市有地の草刈等
を行うものである。

川越市志多町5番10ほ
か

10

11

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

自転車整理業務委託

令和6年4月1日 1,296,345 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

地域づくり推
進課名細市民センター及び大東市民セン

ターに運営管理従事者を派遣する。
川越市大字小堤６６２

番地１ほか

公益社団法人いきいき埼玉
理事長　永沢映
北足立郡伊奈町内宿台6丁
目26番地

川越市市民相談室受付等派遣業務
（単価契約）

令和6年4月1日 単価　1,414 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

広聴課
ウェスタ川越市民相談室の受付業
務を円滑に行うため

川越市新宿町１丁目１
７番地１７

12

防犯・交通安
全課市内各駅周辺の自転車放置禁止区

域に配置する自転車置き方指導員
の業務を委託するもの

川越市脇田町地内ほ
か

公益社団法人いきいき埼玉
理事長　永沢映
北足立郡伊奈町内宿台6丁
目26番地

放置自転車返還等派遣業務（単価
契約）

令和6年4月1日 単価　1,414 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

防犯・交通安
全課市内各自転車置場にて自転車等の

整理業務などを委託するもの
川越市大字砂９５１番

地ほか

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

自転車置き方指導業務委託

令和6年4月1日 7,765,212 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

13

14

15

男女共同参
画課

カウンセリングルームの受付業務
川越市新宿町1丁目17

番地17

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

川越市斎場及び旧九十川河川敷緑
地除草業務委託

令和6年5月24日 1,205,281 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

防犯・交通安
全課放置自転車として撤去・保管された

自転車の整理及び返還業務を行う
もの

川越市大字大仙波１２
３７番地４

公益社団法人いきいき埼玉
理事長　永沢映
北足立郡伊奈町内宿台6丁
目26番地

相談室受付派遣業務

令和6年4月11日 単価　1,413.5 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第4号に
該当)

16

17

斎場
川越市民聖苑やすらぎのさとの緑地
の除草等を行うものである

川越市民聖苑やすらぎ
のさと

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

川越市斎場及び旧九十川河川敷中
低木剪定業務委託

令和6年6月5日 436,881 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

斎場川越市斎場及び隣接する旧九十川
河川敷の緑地の除草等を行うもの
である

川越市斎場ほか

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

川越市民聖苑やすらぎのさと緑地除
草業務委託

令和6年5月24日 1,205,281 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

18

19 斎場川越市斎場及び隣接する旧九十川
河川敷の中低木の剪定を行うもの
である

川越市斎場ほか
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令和6年6月4日 から

令和7年3月24日 まで

令和6年4月1日 から

令和6年9月30日 まで

令和6年4月1日 から

令和6年9月30日 まで

令和6年4月1日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月1日 から

令和6年9月30日 まで

令和6年4月1日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月1日 から

令和6年9月30日 まで

令和6年4月1日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月2日 から

令和6年11月30日 まで

令和6年4月1日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月1日 から

令和6年9月30日 まで

令和6年4月1日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月1日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年5月17日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月28日 から

令和6年4月28日 まで

令和6年5月1日 から

令和6年10月31日 まで

令和6年4月1日 から

令和7年3月27日 まで

令和6年4月1日 から

令和6年4月5日 まで

令和6年4月30日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月1日 から

令和7年3月31日 まで

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

斎場
川越市民聖苑やすらぎのさとの中低
木の剪定を行うものである

川越市民聖苑やすらぎ
のさと

公益社団法人いきいき埼玉
理事長　永沢映
北足立郡伊奈町内宿台6丁
目26番地

川越駅東口多目的ホール初日受付
派遣業務（単価契約）

令和6年4月1日 単価 1,413 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

川越市民聖苑やすらぎのさと中低木
剪定等業務委託

令和6年6月5日 420,151 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

20

21

文化芸術振
興課川越市国際交流センター及び川越

駅東口多目的ホールの管理をする
ための業務である

川越市菅原町２３番地
１０　クラッセ川越６階

文化芸術振
興課川越駅東口多目的ホール運営に伴

う、初日受付を実施するための業務
である

川越市菅原町２３番地
１０　クラッセ川越６階

公益社団法人いきいき埼玉
理事長　永沢映
北足立郡伊奈町内宿台6丁
目26番地

川越駅東口多目的ホール及び川越
市国際交流センター受付等派遣業
務（単価契約）

令和6年4月1日 単価 1,413 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

22

スポーツ振
興課

川越武道館の清掃業務である
川越市郭町2丁目30番

地1

公益社団法人いきいき埼玉
理事長　永沢映
北足立郡伊奈町内宿台6丁
目26番地

美術館管理業務委託

令和6年4月1日 単価　1,414 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

川越武道館清掃業務委託	

令和6年4月1日 592,416 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

公益社団法人いきいき埼玉
理事長　永沢映
北足立郡伊奈町内宿台6丁
目26番地

川越武道館管理業務従事者派遣

令和6年4月1日 単価　1,413 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

スポーツ振
興課川越武道館を管理するための業務

である
川越市郭町2丁目30番

地1

公益社団法人いきいき埼玉
理事長　永沢映
北足立郡伊奈町内宿台6丁
目26番地

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

美術館・博物館駐車場整理業務委
託

令和6年4月1日 2,029,910 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

美術館川越市立美術館において、通用口
での入館者確認、巡回による館内・
館外点検等の業務である

川越市郭町2丁目30番
地1

福祉推進課川越市慰霊塔敷地内における樹木
の剪定、雑草等の除草及び清掃を
行うものである

川越市宮下町１丁目地
内

（川越市氷川公園内）
公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

職業センター施設清掃業務委託

令和6年4月1日 1,407,067 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

美術館美術館、博物館、本丸御殿の来館
者のための駐車場整理の業務であ
る

川越市郭町2丁目12番
地

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

川越市慰霊塔清掃業務委託

令和6年4月1日 404,119 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

公益社団法人いきいき埼玉
理事長　永沢映
北足立郡伊奈町内宿台6丁
目26番地

川越市子育て安心施設運営管理業
務従事者派遣業務

令和6年4月1日 単価　1,285 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

障害者福祉
課

職業センター職業センター館内及び敷地内の清
掃等を行う業務である

職業センター

保育課
（新宿町保育

園）給食用パンの提供 新宿町保育園

特定非営利活動法人
川越ワークいちばん星
理事　澤部　恵美子
川越市伊佐沼6丁目1

パンの購入

令和6年4月1日

食パン1斤
250

ロールパン1個

60

円

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律に基づく施設であるから
(地方自治法施行令第167条の
2第1項第4号に該当)

子育て支援
センター施設を運営管理するための業務で

ある
川越市中原町2丁目１

番地9
社会福祉法人
カフェ＆ベーカリーどんなときも
代表者　町田　初枝
川越市新宿町1丁目17番地
17

パンの購入

令和6年4月1日

食パン1斤
280

ロールパン1個

80

円

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律に基づく施設であるから
(地方自治法施行令第167条の
2第1項第4号に該当)

保健総務課
川越市保健所の敷地の除草作業及
び樹木選定を行う業務である

川越市小ケ谷８１７番
地１

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

駐車場整理作業手数料

令和6年4月28日 7,093 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

保育課
（古谷保育

園）給食用パンの提供 古谷保育園

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

川越市保健所緑地管理業務委託

令和6年5月17日 1,012,000 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

健康管理課
がん検診会場の駐車場を整理する
業務である

川越市大字鯨井１５５６
－１

西文化会館　他
公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

市民の森清掃業務委託その１

令和6年4月9日 890,598 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

食品・環境衛
生課集合狂犬病予防注射会場の駐車場

を整理するものである
保健所内駐車場

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

がん検診事業駐車場整理業務委託

令和6年5月1日 53,406 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

環境政策課
緑の募金運動に使用する資材の仕
分及び梱包作業を行う

川越市元町１丁目３番
地１

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

大気汚染常時監視測定局除草及び
剪定業務委託

令和6年4月30日 334,688 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

環境政策課
市民の森の美化とゴミ及び落ち葉の
適切な処理を行うための業務である

川越市大字小堤地内
ほか５箇所

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

緑の募金（家庭募金）資材仕分梱包
作業手数料

令和6年4月1日 237,192 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

環境対策課市内４箇所にある大気汚染常時監
視測定局の除草及び剪定作業をす
るための業務である

川越市宮下町２丁目７
番地４ほか３箇所

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

大東ＢＭＸ・スケートボードエリア管
理業務従事者派遣

令和6年4月1日 単価　1,413 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

スポーツ振
興課同パークを管理するための業務であ

る
川越市大字増形761番

地1

23

24

川越駅西口指定喫煙場所吸殻入れ
清掃業務委託

令和6年4月1日 385,440 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

資源循環推
進課指定喫煙場所の吸殻入れの清掃を

行う業務である
川越市脇田本町15番

地
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42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

40

資源循環推
進課川越市内の路上禁止地区の啓発を

行うための業務である
川越市内の路上喫煙

禁止地区

公益社団法人いきいき埼玉
理事長　永沢映
北足立郡伊奈町内宿台6丁
目26番地

施設案内及び頒布派遣業務

令和6年4月1日 単価　1,413 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

川越市路上喫煙防止啓発業務委託

令和6年5月1日 827,491 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

川越駅東口指定喫煙場所吸殻入れ
清掃業務委託

令和6年4月1日 385,440 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

資源循環推
進課指定喫煙場所の吸殻入れの清掃を

行う業務である
川越市脇田町109番地

資源循環推
進課環境プラザにおいて自転車の再生

を行う業務である
川越市鯨井782-3

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

家具再生業務委託

令和6年4月1日 1,393,920 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

資源循環推
進課環境プラザの施設案内や古着等の

頒布等を行う業務である
川越市鯨井782-3

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

自転車再生業務委託

令和6年4月1日 1,533,312 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

西清掃センター跡地清掃等業務委
託

令和6年4月19日 309,503 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

資源循環推
進課環境プラザにおいて家具の再生を

行う業務である
川越市鯨井782-3

環境施設課
資源化センター敷地内の人力除草
を行う業務である

川越市大字鯨井７８２
番地３

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

資源化センター機械除草・剪定業務
委託

令和6年4月19日 1,035,124 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

環境施設課
西清掃センター跡地の清掃及び除
草作業を行うものである

川越市大字笠幡３２９９
番地１ほか

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

資源化センター人力除草業務委託

令和6年4月19日 4,177,377 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

産業振興課
特定計量器の定期検査を実施する
ための業務である

川越市大袋650番地ほ
か

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

川越駅東口公共地下駐車場駐車回
数券作成業務委託

令和6年4月3日 559,332 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

環境施設課
資源化センター敷地内の機械除草、
剪定を行う業務である

川越市大字鯨井７８２
番地３

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

特定計量器定期検査補助業務委託

令和6年6月2日 35,460 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

産業振興課川越駅東口公共地下駐車場におけ
る車両の案内等に関する業務であ
る

川越市脇田町１０６番
地

公益社団法人いきいき埼玉
理事長　永沢映
北足立郡伊奈町内宿台6丁
目26番地

川越駅東口公共地下駐車場受付等
派遣業務(単価契約）

令和6年4月1日 単価　1,441 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

産業振興課川越駅東口公共地下駐車場で使用
する回数券に磁気入れ等の作業を
行う業務である

川越市脇田町１０６番
地

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

川越駅東口公共地下駐車場案内等
業務委託

令和6年4月1日 4,633,208 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

農政課体験農園の作付け・管理作業・収穫
体験の作業補助等を行う業務であ
る。

川越市大字伊佐沼８８
７番地ほか

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

公衆トイレ清掃業務委託

令和6年4月1日 8,518,481 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

産業振興課川越駅東口公共地下駐車場におけ
る使用料の収納、駐車場利用者へ
の対応等に従事する派遣業務

川越市脇田町１０６番
地

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

体験農園管理作業等業務委託

令和6年5月18日 685,344 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

観光課
川越まつり会館の解説を行うもので
ある。

川越市元町２丁目１番
地１０

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

川越まつり会館駐車場整理業務委
託

令和6年4月1日 3,135,655 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

観光課
公衆トイレの清掃等の業務を行うも
のである

川越市幸町2番地5ほ
か

公益社団法人いきいき埼玉
理事長　永沢映
北足立郡伊奈町内宿台6丁
目26番地

川越まつり会館解説派遣業務

令和6年4月1日 単価　1,427 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

観光課旧山崎家別邸において入場者を対
象としたガイド業務を行うものであ
る。

川越市松江町２丁目７
番地８

公益社団法人いきいき埼玉
理事長　永沢映
北足立郡伊奈町内宿台6丁
目26番地

旧山崎家別邸受付・案内派遣業務

令和6年4月1日 単価　1,427 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

観光課
川越まつり会館の駐車場整理を行う
ものである

川越市元町２丁目１番
地１０

公益社団法人いきいき埼玉
理事長　永沢映
北足立郡伊奈町内宿台6丁
目26番地

旧山崎家別邸ガイド派遣業務

令和6年4月1日 単価　1,427 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

56

57

観光課
旧山崎家別邸の基本清掃、特別清
掃業務を行うものである。

川越市松江町２丁目７
番地８

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

旧山崎家別邸除草業務委託

令和6年5月2日 298,983 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

観光課旧山崎家別邸の案内業務、受付等
業務及び入場料の徴収事務を行う
ものである。

川越市松江町２丁目７
番地８

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

旧山崎家別邸清掃業務委託

令和6年4月1日 1,269,510 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

58

59

観光課
川越まつり会館の受付を行うもので
ある。

川越市元町２丁目１番
地１０

観光課
旧山崎家別邸庭園等の除草業務を
行うものである。

川越市松江町２丁目７
番地８

公益社団法人いきいき埼玉
理事長　永沢映
北足立郡伊奈町内宿台6丁
目26番地

川越まつり会館受付派遣業務

令和6年4月1日 単価　1,427 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

60
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令和6年6月1日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年6月1日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月25日 から

令和6年4月25日 まで

令和6年4月10日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月1日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月1日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月1日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月1日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月1日 から

令和6年9月30日 まで

令和6年4月1日 から

令和6年9月30日 まで

令和6年4月1日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月1日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月1日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月1日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月1日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月25日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月1日 から

令和6年9月30日 まで

令和6年5月24日 から

令和6年5月27日 まで

令和6年5月27日 から

令和6年5月31日 まで

令和6年6月6日 から

令和6年6月21日 まで

令和6年4月1日 から

令和7年3月31日 まで

78

79

80

81

菓子の購入

令和6年5月27日 8,750 円

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律に基づく施設であるから
(地方自治法施行令第167条の
2第1項第4号に該当)

教育財務課
運動会で必要な来賓用の菓子を52
袋購入するものである

川越市立山田中学校

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻島徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

除草作業手数料

令和6年6月6日 37,440 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

教育財務課
校庭の除草作業を依頼するもので
ある

川越市立鯨井中学校
地内

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

鍛冶町広場清掃業務委託

令和6年6月1日 619,933 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

61

観光課
鍛冶町広場の除草作業を行うもの
である

川越市仲町4番地７

観光課

鍛冶町広場の清掃を行うものである 川越市仲町4番地７

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

鍛冶町広場除草作業業務手数料

令和6年4月22日 35,232 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

川越まつり会館閉館業務委託

令和6年4月1日 212,173 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

観光課
川越まつり会館の夜間管理を行うも
のである。

川越市仲町4番地７

62

63

都市景観課
市民が簡易除却した屋外広告物を
回収運搬及び保管場所の清掃業務

川越市全域

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

ゴミ仕分け業務委託

令和6年4月1日 3,356,199 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

簡易屋外広告物回収運搬業務委託

令和6年4月11日 251,064 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

64

65

公園整備課
芳野台南テニスコートほか３箇所を
適切に管理するため。

川越市芳野台1丁目
3015番1ほか3箇所

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

伊佐沼公園ほか８４箇所清掃業務
委託

令和6年4月1日 26,689,603 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

公園整備課
市内各公園から回収したゴミの適切
な処理を行うため。

川越市笠幡地内

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

芳野台南テニスコートほか３箇所管
理業務委託

令和6年4月1日 9,629,386 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

66

67

公園整備課駐車場等の入口鍵の開、閉を行い
駐車場の適正な利用を図るほか、
園内及び便所の美化を図るため。

川越市岸町３丁目３２
番ほか７箇所

公益社団法人いきいき埼玉
理事長　永沢映
北足立郡伊奈町内宿台6丁
目26番地

初雁公園野球場管理派遣業務（単
価契約）

令和6年4月1日 単価　1413.5 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

公園整備課
伊佐沼公園ほか８４箇所の美化とゴ
ミ等の適切な処理を行うため。

川越市大字伊佐沼５８
４番ほか
８４箇所

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

岸町健康ふれあい広場ほか７箇所
駐車場等管理業務委託

令和6年4月1日 5,238,572 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

68

69

公園整備課
公園管理事務所内での受付業務を
円滑に行うため。

川越市郭町２丁目１３
番１

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

初雁公園休憩所施錠管理等業務委
託

令和6年4月1日 878,652 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

公園整備課
野球場の使用に伴い、管理業務を
委託するもの。

川越市郭町２丁目地内

公益社団法人いきいき埼玉
理事長　永沢映
北足立郡伊奈町内宿台6丁
目26番地

公園管理事務所受付等派遣業務
（単価契約）

令和6年4月1日 単価　1413.5 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

70

71 公園整備課初雁公園休憩所の施錠のほか、休
憩所及びその周辺の美化を図るた
め。

川越市郭町2丁目１２番
地２

新河岸駅周
辺地区整備

事務所新河岸駅周辺地区整備事務所の清
掃業務である

川越市大字砂77番地1

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

本川越駅西口駅前広場公衆トイレ
ほか２箇所日常清掃業務委託

令和6年4月1日 4,966,228 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

新河岸駅周辺地区整備事務所清掃
業務委託

令和6年4月1日 135,449 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

72

73

道路環境整
備課地下道を清掃して適切な管理を行う

ための業務である。
大字砂地内ほか

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

川越駅東口駅前交通広場等日常清
掃業務委託

令和6年4月1日 6,409,477 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

道路環境整
備課公衆便所を清掃して適切な管理を

行うための業務である。
中原町２丁目地内ほか

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

新河岸駅地下道ほか４箇所清掃業
務委託

令和6年4月1日 1,030,722 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

74

75

庶務課
視覚障害者に対し、川越市議会に
関する情報を提供する

川越市元町1丁目3番
地1

公益社団法人いきいき埼玉
理事長　永沢映
北足立郡伊奈町内宿台6丁
目26番地

川越市立学校用務員派遣業務（前
期）

令和6年4月1日 単価　1,413.5 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

道路環境整
備課駅前広場を清掃して適切な管理を

行うための業務である。
脇田町地内

社会福祉法人雑草福祉会
雑草授産センター
施設長　横尾友則
東松山市大字上野本2183番地

点字版かわごえ議会だより作成業
務委託

令和6年4月19日 405,900 円

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律に基づく施設であるから
(地方自治法施行令第167条の
2第1項第4号に該当)

76

77

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

国指定史跡河越館跡史跡公園管理
業務委託

令和6年4月1日 2,123,819 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

教育総務課
市立学校における用務業務を派遣
により行うものである

川越市郭町1丁目1番
地1ほか

第２川越いもの子作業所
所長　小倉　崇
川越市今成３丁目１３番地３

菓子の購入

令和6年5月24日 8,750 円

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律に基づく施設であるから
(地方自治法施行令第167条の
2第1項第3号に該当)

教育財務課
運動会で必要な来賓用の菓子を70
袋購入するものである

川越市立砂中学校

第２川越いもの子作業所
所長　小倉　崇
川越市今成３丁目１３番地３

文化財保護
課公園入口の開閉錠、清掃業務、利

用指導業務一式及び観光ガイドを
委託するものである

川越市大字上戸195番
地1ほか
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令和6年4月1日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月1日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月1日 から

令和6年9月30日 まで

令和6年4月2日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月1日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月1日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月1日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月1日 から

令和6年9月30日 まで

令和6年4月1日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年4月10日 から

令和7年3月31日 まで

令和6年6月20日 から

令和6年8月10日 まで

令和6年4月1日 から

令和6年9月30日 まで

から

令和6年12月28日 まで

から

令和6年12月28日 まで

令和6年5月14日 から

令和7年1月31日 まで

91

92

93

94

95

96

82

83

84

85

86

87

88

89

90

公益社団法人いきいき埼玉
理事長　永沢映
北足立郡伊奈町内宿台6丁
目26番地

川越市公民館受付等派遣業務（前
期）

令和6年4月1日 単価1,427 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

中央公民館
公民館の受付業務等を派遣により
行うものである

川越市三久保町18番
地3ほか

文化財保護
課土日祝日の入り口の開閉錠及び清

掃業務を委託するものである
川越市郭町1丁目8番

地6

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

永島家住宅（旧武家屋敷）公開案
内・管理業務委託

令和6年4月1日 1,392,152 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

川越城中ノ門堀跡管理業務委託

令和6年4月1日 390,326 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

文化財保護
課市指定文化財「永島家住宅（旧武家

屋敷）」の公開時における観光ガイド
及び管理業務を委託するものである

川越市三久保町5番地
3

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻島徹夫
川越市石原町2-33-13

中央公民館分室管理業務委託

令和6年4月2日 299,640 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

中央公民館
中央公民館分室の清掃や除草等の
管理業務を行うものである

川越市六軒町2丁目15
番地1

中央図書館
駐車場及び駐輪場の管理を行うた
めの業務である

川越市三久保町2番地
9

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

西図書館及び伊勢原公民館駐車場
等管理業務委託

令和6年4月1日 2,193,100 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

中央図書館
読書室等の管理及び映画会の上映
業務を行うための業務である

川越市三久保町2番地
9

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

中央図書館駐車場等管理業務委託

令和6年4月1日 3,338,489 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

中央図書館読書室等管理業務委託

令和6年4月1日 792,367 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

博物館
本丸御殿の受付等を行う業務であ
る

川越市郭町2丁目13番
地1

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

学校給食センター清掃業務委託

令和6年3月28日 2,279,868 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

中央図書館
西図書館及び伊勢原公民館の駐車
場等の管理を行うための業務である

川越市伊勢原町5丁目
1番地1

公益社団法人いきいき埼玉
理事長　永沢映
北足立郡伊奈町内宿台6丁
目26番地

本丸御殿受付等派遣業務（単価契
約）

令和6年4月1日 単価　1,413.5 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

川越市大字菅間18番
地9ほか１箇所

農業委員会
事務局国有農地を除草するための業務で

ある
川越市伊佐沼126番地

1

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻島徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

国有農地除草業務委託

令和6年5月14日 145,156 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

選挙管理委
員会事務局市長選挙に必要な封筒を印刷する

ものである
選挙管理委員会事務

局

川越市職業センター
川越市笠幡4033番地2

長３封筒の印刷

令和6年6月14日 9,900 円

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律に基づく施設であるから
(地方自治法施行令第167条の
2第1項第3号に該当)

学校給食課菅間学校給食センターの生ごみ等
を処理（堆肥化等）するための作業
員を派遣する業務である

川越市大字菅間18番
地9

学校給食課
菅間・今成学校給食センターの清掃
をする業務である

公益社団法人いきいき埼玉
理事長　永沢映
北足立郡伊奈町内宿台6丁
目26番地

菅間学校給食センター生ごみ等処
理作業員派遣業務

令和6年4月10日 単価　1,413 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

公益社団法人川越市シル
バー人材センター
理事長　荻原徹夫
川越市石原町2丁目33番地
13

学校給食センター除草作業

令和6年6月21日 380,235 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

学校給食課
菅間・菅間第二学校給食センターの
敷地内の除草作業を行うもの

川越市大字菅間18番
地9ほか1箇所

川越市職業センター
川越市笠幡4033番地2

長３封筒の印刷

令和6年6月13日 29,700 円

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律に基づく施設であるから
(地方自治法施行令第167条の
2第1項第3号に該当)

選挙管理委
員会事務局バースデーカード送付に必要な封筒

を印刷するものである
選挙管理委員会事務

局

公益社団法人いきいき埼玉
理事長　永沢映
北足立郡伊奈町内宿台6丁
目26番地

川越市立教育センター管理員派遣
業務

令和6年4月1日 単価　1,413.5 円

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律に基づく法人である
ことであるから(地方自治法施
行令第167条の2第1項第3号に
該当)

教育センター
教育センターの施設管理及び環境
整備を行う管理員派遣

川越市立教育センター
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